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【１】労災保険（労働者災害補償保険）について 

※労災保険と雇用保険を総称して労働保険と呼びます 

 

【手続きが必要な会社・事業主は？（適用事業所）】 

労働者を雇っている事業所すべてです。 

※ 常勤・非常勤、正社員、パート、アルバイトなど、名称や雇用形態を問いません。 

 

【加入すべき人は？（加入要件）】 

労働者であること（但し代表者、法人の役員は除く。） 

※ 労働者とはその事業所に使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる者です。 

 

【保険料を払うのは誰？（保険料負担者）】 

事業主が全額（１００％）負担します。 

※ 給料から保険料を差し引いてはいけません。 

 

【作るべき書類は？（提出書類）】 

① 労働保険関係成立届（資料①）→最初だけ 

② 労働保険概算保険料申告書（資料②）→毎年 

 

【書類の提出先は？】 

労働基準監督署です。 

※ 地域ごとに「労働局」という労働基準監督署の役所があります。 

※ 従業員の住所ではなく、会社・事業所のある地域を管轄する労働局です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html 

 

【給与計算のとき、事業主のすべきことは？】 

特になし 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
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資料① 労働保険関係成立届（記入見本） 
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資料② 労働保険概算保険料申告書（記入見本） 
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【２】雇用保険について 

 

【手続きが必要な会社・事業主は？（適用事業所）】 

加入要件に当てはまる労働者を雇っている事業所です。 

※ 常勤・非常勤、正社員、パート、アルバイトなど、名称や雇用形態を問いません。 

 

【加入すべき人は？（加入要件）】 

次の①、②の条件の両方に当てはまる従業員です。（代表者、法人の役員を除く） 

① １週間の所定労働時間が２０時間以上であること 

② ３１日以上の雇用見込みがあること 

 

【保険料を払うのは誰？（保険料負担者）】 

事業主が３分の２、従業員が３分の１を負担します。（※2019年現在の数字です） 

 

【作るべき書類は？（提出書類）】 

① 雇用保険適用事業所設置届（資料③）→最初だけ 

② 雇用保険被保険者資格取得届（資料④）→加入者が増えるたびに提出が必要 

 

【書類の提出先は？】 

ハローワーク（公共職業安定所）です。 

※ 従業員の住所ではなく、会社・事業所のある地域のハローワークです。 

https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 

 

 

【給与計算のとき、事業主のすべきことは？】 

毎月の給料から天引きして雇用保険料を預かります。 

  ↓  ↓  ↓ 

・預かった雇用保険料は、年に１回、労災保険料と一緒に納めます。 

・４月１日から３月３１日の 1年分の雇用保険料を、毎年６月～７月初旬頃に 

「予定額」にて納付します。（次の年に過不足を精算します。） 

  

https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
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資料③ 雇用保険適用事業所設置届（記入見本） 
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資料④ 雇用保険被保険者資格取得届（記入見本） 
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【３】社会保険（健康保険・厚生年金保険）について 

 

【手続きが必要な会社・事業主は？（適用事業所）】 
① 法人 

② 常に従業員が５人以上の個人事業主 

  ※常に従業員が５人未満の個人事業主の場合でも、任意で社会保険の適用事業所になることができます。 

 

【加入すべき人は？（加入要件）】 

次の①～④、いずれかに該当する場合です。 

① 正社員 

② 法人の代表者、役員 

③ パートタイマー 

（正社員と同じ業務につき、正社員の所定労働時間又は所定労働日数の４分の３以上勤務している場合） 

④ パートタイマー（③に該当しないが以下の５要件 をすべて満たす場合） 

⒈ 従業員５０１人以上の企業に勤務していること 

⒉ 週の所定労働時間が２０時間以上 

⒊ 勤務期間が１年以上見込まれること 

⒋ 月額賃金が８．８万円以上 

⒌ 学生以外 

 

【保険料を払うのは誰？（保険料負担者）】 
事業主が５０％、従業員が５０％を負担します。 

 

【作るべき書類は？（提出書類）】 

① 健康保険・厚生年金保険新規適用届（資料⑤）→初回のみ 

② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届（資料⑥）→加入者が増えるたびに提出が必要 

※ この①、②のほか、「算定基礎届」という書類を毎年 7月に提出します。 

 

【書類の提出先は？】 

日本年金機構（年金事務所）です。 

※ 従業員の住所ではなく、会社・事業所のある地域の日本年金機構事務センターです。 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20150216.html 

 

【給与計算のとき、事業主のすべきことは？】 

給料のランクに応じた「保険料額表」に基づき、給料から天引きで預かります。 

 ↓  ↓  ↓ 

預かった社会保険料は、年金機構から送られる支払用紙を使って翌月末までに納付します。 

※指定口座からの振替が可能なので、できる限りそちらをお勧めします。 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20150216.html
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資料⑤健康保険・厚生年金保険新規適用届（記入見本） 
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資料⑥ 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届（記入見本） 
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【４】所得税の源泉徴収について 

 

【手続きが必要な会社・事業主は？】 

要件に当てはまる代表者、役員、労働者のいる事業所です。 

※ 常勤・非常勤、正社員、パート、アルバイトなど、名称や雇用形態を問いません。 

 

そもそも源泉徴収とは 

従業員が納めるべき所得税を事業主が預かり、代わりに国に納める制度です。 

 

【対象となる人は？（加入要件）】 

  一定の金額以上の給料をもらっている人です。 

  ※ 但し、かけもちで働いている場合の 2カ所目の勤め先では給料額が少なくても対象になります。 

  ※ 「一定の金額」は国税庁が発表している「源泉徴収税額表」で決めます。 

 

【税金を払うのは誰？（負担者）】 
  負担しているのは従業員です。（事業主は代わりに預かって払っているだけです。） 

 

【作るべき書類は？（提出又は保管書類）】 

 （提出）給与支払事務所の開設届（資料⑦）  → 最初だけ。 

 （提出）源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書（資料⑧）→ 最初だけ。従業員 10人以下。  

 （保管）給与所得者の扶養控除等申告書（資料⑩） → 給料を受け取る役員・従業員が入社する都度。 

 

【書類の提出先は？】 
税務署です。 （従業員の住所ではなく、会社・事業所のある地域の税務署です。） 

 

【給与計算のとき、事業主のすべきことは？】 

給料の額と扶養家族の数に応じた「源泉徴収税額表」に基づき、給料から天引きで預かります。 

 ↓  ↓  ↓ 

預かった所得税は、税務署から送られる支払用紙を使って翌月 10日までに納付します。 

従業員が常時 10人以下なら「半年に 1度」の支払いで問題ありません（資料⑨）。 

     

    年末調整について 

    １年間に実際に払われた給料を元に、従業員個別の事情を考慮して預かった所得税の額を年間ベースで 

再計算して精算することをいいます。その「個別の事情」は扶養控除申告書で確認します。（資料⑩）  
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資料⑦ 給与支払事務所の開設届 （     の箇所へ記入） 

 

 

 

 

 

 



‐13‐ 永岡玲子税理士事務所 

 

資料⑧ 納期の特例の承認に関する申請書（     の箇所へ記入） 
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資料⑨ 源泉所得税納付書（納期の特例記入見本） 

 

 

資料⑩ 給与所得者の扶養控除等申告書
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【５】住民税（都道府県民税・市県民税の総称）の特別徴収について 

 

【手続きが必要な会社・事業主は？】 

要件に当てはまる代表者、役員、労働者のいる事業所です。 

※ 常勤・非常勤、正社員、パート、アルバイトなど、名称や雇用形態を問いません。 

 

特別徴収とは 

従業員が納めるべき住民税を事業主が預かり、代わりに国に納める制度です。 

会社が給料から差し引かず、従業員が自分で払うことを「普通徴収」といいます。 

 

【対象となる人は？（加入要件）】 

  一定の金額以上の給料をもらっており、かつ、特別徴収の手続きを行った人です。 

原則、すべての従業員について適用となりますが以下の場合を除きます。 

① 総従業員数が２人以下 

② 他の事業所で特別徴収されている 

③ 給与が少なく決められた税額が差し引けない 

④ 給与の支払が不定期（給与の支払が毎月でない等） 

⑤ 退職者又は退職予定者 

 

【税金を払うのは誰？（負担者）】 
  負担しているのは従業員です。（事業主は代わりに預かって払っているだけです。） 

 

【作るべき書類は？（提出書類）】 

 特別徴収切替届出(依頼)書（資料⑪）→最初だけ。該当者・希望者のみ。 

 

    前払いである労災保険、雇用保険、源泉所得税、その時払いである社会保険料とは 

    異なり、住民税は「昨年度の所得」に基づいて計算されますので、初年度は手続きが 

必要ありません。（手続きを希望する転職者は除く。） 

 

 

【書類の提出先は？】 
市役所です。 （他の手続と違い、従業員の住所地のある市町村役場です。） 

 

【給与計算のとき、事業主のすべきことは？】 

5月に市役所から事業所に送られてくる「特別徴収税額の決定通知書（資料⑫）」に書かれた 

金額を、給料から天引きで預かります。 

 ↓  ↓  ↓ 

預かった住民税は、市役所からの支払用紙を使って翌月 10日までに納付します。  
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資料⑪ 特別徴収切替申請書（市町村によって様式が違います） 
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資料⑫ 特別徴収税額の決定通知書 

 


